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第 2 部

平成 1 0 年度において講 じた

環境の保全及び創造に関する施策



環境基本計画の施策体系
1 循環 を 基調 と す る 経済社会 シ ス テ ム の実現

< 持続的発展が可能な地域社会の実現>

1 ) 環境への負荷 の 少 な い社会の構築

( 1 ) 廃棄物減量化 と リ サ イ ク ル

( 2 ) 大気環境 の保全

( 3 ) 水環境 の保全

( 4 ) 土壌 ･ 地盤環境 の保全

( 5 ) 環境汚染化学物質 の適正管理

2 ) 環境 関連産業 の振興

( 1 ) 環境 関連技術の 開発

( 2 ) 環境 関連産業 の 育成 ･ 振興
2 自 然 と 人間 と の共生の確保< 豊 か で多様な 自 然環境の保全>
1 ) 森林 、 農 地 、 水辺等 の持つ 環境保全機能 の確保

( 1 ) 森林 の 環境保全機能 の確保

( 2 ) 農 地 の 環境保全機能 の確保

( 3 ) 都市地域 の 自 然環境 の確保

( 4 ) 水辺 ( 河川 、 渓流 、 砂浜 、 沿岸域等 ) の 環境 の保全

2 ) 多様な 自 然環境の保全と生物多様性の確保

( 1 ) ｢ 貴重な 自 然 ｣ と ｢ 身近な 自 然 ｣ の保全

( 2 ) 生物多様性の確保と野生生物の保護管理

3 快適な環境の保全 と 創造< 恵み豊か で文化の香 り 高 い地域の創造>

1 ) 自 然環境 と 詞和 し た 生活空 間 の 創造

( 1 ) 親 し み や す い水環境の保全 と 創造

( 2 ) 豊 か で 多様 な緑 の保全 と 創造
( 3 ) 良好 な 景観の保全 と 創造

( 4 ) 歴 史 的 ･ 文化 的環境 の保存 と 整備

2 ) 人 と 自 然 と の ふ れ あ い の確保

( 1 ) 人 と 自 然 と の ふ れ あ い の推進

( 2 ) 都市 と 農 山 漁村 の 交流 の推進

( 3 ) 温泉 の 保養 と 活用

4 す べ て の主体の参加 に よ る 行動 < 県民総参加 に よ る 継続的取組>

1 ) 自 主 的 な 活動 の推進

( 1 ) 各主体の協力 連携体制 の 整備

( 2 ) 県民 ･ 事業者 ･ 行政の 自 主 的取組の推進

( 3 ) 普及啓発 ･ 広報

2 ) 環境教育 、 環境学習 の推進

( 1 ) 環境教育 ･ 学習体制 の 整備

( 2 ) 環境教育 . 学習 活動 の推進

5 地球環境保全に向 け た活動の推進 と 国際交流<地域か ら 地球環境保全の推進>

( 1 ) 地球温暖化防止対策 の 推進

( 2 ) オ ゾ ン 層 保護対策 の推進
( 3 ) 酸性雨 防止対策 の推進

( 4 ) そ の 他 の 地球環境問題への取組の推進

( 5 ) 環 日 本海護 国 と の 連携強化 と 協力

6 共通的 ･ 基盤的施策の推進

( L ) 環境 関連高等教育機 関等 の 整備推進

( 2 ) 環境影響評 価 の推進

( 3 ) 環境情報の 整備 ･ 提供

( 4 ) 環境 に 関 す る 監視体制 の 整備充実及 び調査研究 の推進
( 5 ) 環境 に 配慮 し た 社会資本整備等 の推進

( 6 ) 環境基本計画推進体制 の 整備充実
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第 2 部 平成 1 0年度 に お い て 講 じ た 環境 の保全及 び創造 に 関 す る 施策

第 1 章 循環 を 基調 と す る 経済社会 シ ス テ ム の 実現

大量生産 、 大量消費 、 大量廃棄型 の経済社会 シ ス テ ム や生活様式 ( ラ イ フ

ス タ イ ル ) の 定着 に伴 い 、 自 然界 の復元能力 を 超 え て 環境 に 大 き な 影響が及

ん で い る 。 本県 で も 、 日 常生活 に 起 因 す る 都市河川 の 汚濁 や復元能力 の脆弱

な 湖 沼 の 富栄養化 、 産業活動 に 起 因 す る 産業廃棄物 の増大 に よ る 処理施設 の

逼迫 と い っ た 問題が生 じ て い る 。 こ の た め 、 大気環境 、 水環境 、 土壌環境等

への負荷 を で き る だ け低減す る こ と を 目 指 し 、 廃棄物 の発生抑制 、 リ サ イ ク

ル 適正や処理や エ ネ ル ギー 資源 の 適正利用 を 進 め る 必要があ る

第 1 節 環境への負荷 の 少 な い社会 の構築

1 廃棄物減量化 と リ サ イ ク ル

( 1 ) 廃棄物 の発生抑制 減量化 再資源化の推進

ア 一般廃棄物

lエ コ シ ョ ッ プの認翹

平成 7 年度 か ら 、 ご み の 減量化 ･ リ サ イ ク ル協力 店 を ｢ エ コ シ ョ ッ プ ｣ と し て

認定 し て お り 、 協力 店舗 の 拡大 を 図 る と と も に 5 月 に ｢ エ コ シ ョ ッ プ協議会｣

を 設置 し 、 普及啓発 を 行 っ た

エ コ シ ョ ッ プ店舗数 H 9 年度4 6ラ H 1 0年度 1 1 8

毎年 1 0 月 の マ イ バ ッ グ キ ャ ン ペ ー ン ( 買 物袋持参運動 ) の 呼 びか け を 行 っ

た 。

椿器包装 リ サ イ ク ル法施行への対圏

平成 9 年 4 月 の本格施行 を 受 け て 法律の趣 旨 の 県民へ の 普及啓発 と 市 町村

指導 を 行 っ た 。

イ 建設副産物 の 再資源化

陛設 リ サ イ ク ル推進事判

建設副 産物 の搬出状況 と 再生利用状況の 実態 調査 の ほ か 建設発生残土 に つ い

て は 、 協議会 を 通 じ 情報交換 し た 。

曠案用廃 プ ラ ス チ ッ ク 再利用等推進事翹

鳥取県農業用廃 プ ラ ス チ ッ ク 適正処理推進協議会 に 設置 し た検討委員 会 に お い

て 再利用 の あ り 方等 を 調査検討 し た

ウ 家畜排泄物 の 肥料化

Iさ わ や か畜産確立事業

=
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畜産経営 に お け る 環境保全 を 図 り つ つ 健全かつ安定的 な 畜産経営 の発展 に 資

す る た め 、 家畜排せつ 物処理施設 の 整備 を 推進す る と と も に 、 堆 き ゅ う 肥 の 流通

体制 の確立 を 図 っ た

平成 1 0年度実施箇所 1 2施設

匿産堆肥広域流通体制整備事荊

広域流通 セ ン タ ー の 設置 、 需給計画 の 策定 、 需要 と り ま と め 斡旋等 を 行 っ た

平成 1 0年度実施事業地 区 : 3 地 区

( 2 ) 廃棄物適正処理の推進

廃棄物処理法第 1 9条並 び に 浄化槽法第 53条 に 基づ く 立入検査 を 行 っ た 。

表 2 - 1 廃棄物 関係監視 ･ 指導状況 (平成 1 0年度 )

"
検査件数

一般廃棄物 下 水 道

終 末 処

理 施 設

合計し 尿

処 理

施 設 浄化槽
ご み

処 理

施 設

粗大 ご

み 処理

施 設

そ の

他

小計

立入検査件数 2 2 7 3 0 9 5 4 4 1 8 9 2 4 9 9 4 1

理化字検査件数 2 2 3 8 6 6 1 O 3 1 5 0 0 7 4 5 7 4

r般廃棄物減量化 ･ 再生利用推進事園

広域市町村圏 を 単位 と し た ｢ ご み処理広域化推進協議会｣ を 東 ･ 中 ･ 西部 に 設

置 し 、 ご み処理施設 の 整備等 ごみ の広域的処理 に つ い て 具体的 な 方策 を 検討 し た

産業廃棄物処理指導事翔

産業廃棄物 関係 の 監視 ･ 指導状況 は 以下 の と お り で あ る

表2 - 2 産業廃棄物 関係監視 指導状況 (平成 1 0年度 )

立入場所 立入検査件数 理化学検査件数

排出事業所 739 1 5

産業廃棄物処理業者 7 1 O

中 間 処理施設 2 1 2 24

最終処分場 50 9 2 1 1

そ の 他 2 1 2 O

合 計 1 , 74 3 2 5 0

平成 9 年 6 月 の 廃棄物処理法改正 を 受 け以下 の対応 を 行 っ た 。

規制対象外の既設 ミ ニ 処分場の把握 、 浸 出水調査の 実施

産業廃棄物処理施 設の 設置許可 に 当 た り 専 門 家 の 意見 を 聞 く た め の ｢鳥取県

廃棄物専 門委員 会｣ の 設置

｢ 鳥取県産業廃棄物 の処理 に 関 す る 指導要綱 ｣ の 見直 し
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平成 9 年度の ごみ処理の概要

直接埋立 直接焼却 中 間処理施設搬入 総排出量 ( 自 家処理を 除 く )

5 6 6 t 1 7 4 7 0 8 t 3 3 6 9 8 t 2 0 8 9 7 2 t

ごみ処理系統図 (単位 人、 t )

総人口 計 画 処 計 画 収 可燃ごみ 16 1 , 8 54

鴇贈 集 人 □ 嬰集 ごみ 不燃ごみ 9 ' 袴3
607 , 262 1 9 3 , 697 資源 ごみ 18 , 3 28

62 1 , 466 62 1 , 4 66 そ の他 262

粗大ごみ 3 , 490

自 家 処 直接搬入ごみ B 1 5 , 27 5
理人口

14 , 204

自 家処理量 C 8 , 5 1 0

央
lと
情
箪

!
lt
t

!
‘-i
館
r
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=
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珪
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門
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r
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直接埋立 566 最終処分場

直接焼却 焼却残査の埋立 20 , 706

1 74 , 7o8 焼 却 施 設 - - - - - - - - - - - - - - - -0‐｢
　

処理残査の焼却 " 処理残査の埋立

1 , 840 : 1 3 , 4 1 0

　
粗大ごみ処理施設 -- - - - - - - - - - - - - - - - - ｣

　
粗大 ご み処理施波以外の l 施設処理に伴 う 資源化量
資源化等 を 牟丁 う 施設 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ÷ ① 1 5 , 4 77

そ の他の資源化量

高速堆肥化施設 - - - - - - - - - - - - - - - - - - J ② 2 , 97 1

市民団体等に よ る 集団

その他 : 回収量 ③ 9 , 5 1 8一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ｣

｢ 合計鰡樽 l
リ サ イ ク ル率= D ÷ ( A + B + C )

= 27 , 9 6 6/2 1 7 , 4 8 2

= 1 2 8 %
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廃棄物焼却施設 に対す る ダ イ オ キ シ ン 排 出 規制 の現場指導 に必要 な 簡易測定

器 を 3 保健所 に 配備

訟共関与処分場設置推進事荊

公共 関与産業廃棄物最終処分場 の 整備 の 円 滑 な 推進 を 図 る た め ( 財 ) 鳥 取県

環境管理事業 セ ン タ ー へ の 職員 の 派遣 、 セ ン タ ー 運営費等へ の 融資等 に よ る 支援

を 行 っ た

( 3 ) 散乱 ごみ 投棄 ごみ対策 の推進

環境美化対策推進事園

｢鳥取県環境美化 の促進 に 関 す る 条例 ｣ に 基づ き 、 清掃等美化活動 の 推進 、

協 議会で の散乱 ごみ対策 の検討 、 散乱 ごみ現状写真の募集 展示等 を 行 っ た 。

環境美化促進地 区 の指定 、 環境美化指導員 の設置 の ほ か 市 町村が設置す る

啓発看板 、 ご み箱等の 整備 に助成 を 行 っ た 。

環境美化促進指定地区 : 1 2市 町村 1 6地 区 ( 累計 1 7市 町村28地 区 )

環境美化指導員 数 : 2 8名

表2‐ 3 環境美化促進地 区一覧 (平成 1 1 年 3 月 現在 )

市 町村 指定地 区名 指定年度 市 町村 指定地 区名 指定年度

鳥取市

樗賂公園地 区 1 0 若桜 町 若桜駅前周辺地 区 9

鳥取砂丘地 区 1 0 用 瀬 町 町道屋住佐治線地 区 1 0

久松公園 地 区 1 0

佐治村

辰 巳峠地 区 9

白 兎海岸地 区 1 0 さ じ ア ス ト ロ パ ー ク

地 区

9

米子市 米子水鳥公園 地 区 1 0

岩美町

鴨が磯 ･ 城原 地 区 9 村道佐治用 瀬線地 区 1 0

浦富地 区 9 鹿野町 健康 と 福祉の里地 区 1 0

岩井温泉地 区 9 青谷町 鳴 り 砂 の 浜 長尾岬

地 区 J

1 0

大羽尾 ･ 小羽尾

陸上地区

1 0

羽合町 ハ ワ イ 温泉地 区 1 0

福部村 砂丘地区 9 東郷町 不動滝地 区 1 0

羽衣石城 山公園地 区 、 1 0岩戸地 区 1 0

河原 町

桜づつ み河川公園

地 区

9 西伯 町 緑水湖地 区 1 0

日 吉津

村

日 野川 日 吉津海岸

地 区

9

河原 中 央公園地 区 1 0

八東町 ふ る 里 の森地 区 9 中 山 町 萩原 地 区 9

江府町 大山環状道路地 区 9
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産業廃棄物 の 不法投棄 の 監視 を 行 う 不法投棄監視員 を 各市町村 ご と に 設置

し 監視活動 を 行 う と と も に 民有地 に投棄 さ れ た投棄者不明 産業廃棄物 を

市町村が処理す る 費用 の 一部 を 助成 し た 。 ( 不法投棄処理件数 24件 )

産業廃棄物不法投棄件数の推移
200

1 50

1 00 ･
8 3

52

35

H 3 H4 H 5 H6 H7 HB H9 H 1 0

海岸 に 漂着 し た廃棄物 を 市 町村が計画 的 に処理す る 費 用 の 一部 を 助成 し た

2 大気環境の保全

( 1 ) 工場 ･ 事業場対策 の 推進

止揚 ･ 事業場 に お け る ばい煙対策鯏

平成 1 0年度 に お け る 大気汚染防止法及 び鳥取県公害防止条例 に 基づ く 届 出 施設

は 、 ばい煙発生施設 1 , 0 04施設 、 粉 じ ん 関係特定施 設 1 9 2施設で あ る

こ れ ら の 届 出 施設 に つ い て 、 廃棄物焼却炉 を 中 心 に 延べ 37 6施設 に 立入 し 、 2 5

施設 に つ い て 煙道 中 の排 出 ガ ス に つ い て 調査 を 行 っ た 結果 、 排 出 基準 に 違反 し て

い た の は 1 件 ( 改善済み ) で あ っ た 。

表 24 煙道 中排 出 ガ ス 測定立入検査状況 (平成 1 0年度 )

令別表第 1 の 施設数

い お う 酸化物 ば い じ ん 塩化水素 窒素酸化物 命十

立 入

施 設 数

違 反

施 設 数

立 入

施 設 数

違 反

施 設 数

立 入

施 設 数

違 反

施 設 数

立 入

施 設 数

違 反

施 設 数

立 入

施 設 数

違 反

施 設 数

1 ホ イ フ ー 2 O 2 11- O O 2 J O 6 ( 2 ) 1

2 焼成炉 O O O O 1 O O O 1 ( 1 ) O

1 1 乾燥 炉 O O O O O O O O 0 ( 0 ) O

1 3 廃棄物焼却炉 2 0 O 2 1 O 2 2 O 1 9 O 8 2 ( 2 3 ) 0

計 2 2 O 2 3 1･I一 2 3 O 2 1 O 8 9 ( 2 6 ) 1

=
==

L性
I
E
脳
津
川
川
I

I
{
ー
ー
-
‘
鬮
脚
鬮
噸
間
閼
馴
鬮
鯏
硼
酬
期
間

風剛
剛

I
ー

l
‘I
L

は

( 注 ) ( ) ･ ･ 工場 ･ 事業場数

表2- 5 大気 関係監視延指導件数 (平成 1 0年度 )

ばい 煙発生施設 計 粉 じ ん発生施 設 計 合計

法 条例 そ の他法 そ の他

延監視指導件数 2 7 8 6 2 3 4 0 3 6 O O 3 6 3 7 6
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( 2 ) 自 動車交通公害対策 の推進

渋滞の解湖

鳥取県第 3 次渋滞対策 プ ロ グ ラ ム ( 平成 1 0 ~ 1 4年度 ) に 沿 っ て 県 内道路 の 主

要渋滞箇所の解消 を 図 っ た 。

陰共交通機関利用 の促進

胝公害車の導入促進

( 第 5 章 の 1 ( 3 ) 参照 )

( 3 ) ス パ イ ク タ イ ヤ 粉 じ ん対策

｢ ス パ イ ク タ イ ヤ 粉 じ ん の発生 の 防止 に 関 す る 法律｣ に 基づ き 4 市 2 3 町 3 村 を

ス パ イ ク タ イ ヤ使用 禁止地域 と し て 指定 し て お り 脱 ス パ イ ク タ イ ヤ を 呼びか け

て い る 。

( 4 ) 有害大気汚染物 質モ ニ タ リ ン グ

有害大気汚染物 質 の う ち 中 央環境審議会が対策 の優先度 の 高 い も の と し て 示

し た ｢優先取組物 質 ｣ に つ い て 、 平成 1 0年 3 月 か ら 大気汚染防止法 に 基づ き 、 環

境基準が設定 さ れ た ベ ン ゼ ン 、 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 等 を

県 に お い て も モ ニ タ リ ン グ を 開 始 し た と こ ろ で あ る が 平成 1 0年度 の 調査結果 を

見 る と 、 特 に 問題 と な る 数値 は検出 さ れ て い な い

( 5 ) 騒音対策 の推進

騒音規制法 に よ る 規制

騒音規制法 に よ る 県 内 の規制地域指定 は 、 平成 1 0年度末現在で 7 市 町村 に つ い

て 行 わ れ て い る 。 規制 の対象 と な る 、 指定地域内 の 金属加工機械等 の特定施設 を

設置 し て い る 工場 ･ 事業場 ( ｢特定工場等 ｣ ) の 総数 は 平成 1 0年度末現在で 3 5 1 で

あ る 。 ま た 指定地域内 の規制対象 と な る 建 設作業 ( 政令で定 め る く い打作業等 の

特定建設作業 ) の 平成 1 0年度実施の 届 出 件数は 2 5件 で あ っ た こ れ ら に 対 し て 市

町村 に よ り 指導が行 わ れ た

( 6 ) 振動対策 の推進

振動規制法 に よ る 規圓

振動規制法 に よ る 県 内 の 規制地域指定 は 、 平成 1 0年度末現在で 5 市 町 に つ い て

行 わ れ て い る 。 規制 の対象 と な る 、 指定地域内 の 金属加工機械等 の特定施 設 を 設

置 し て い る 工場 ･ 事業場 ( ｢特定工場等｣ ) の 総数 は 平成 1 0年度末現在 で 1 7 5 で あ

る ま た 指定地域内 の規制対象 と な る 建設作業 ( 政令で定 め る く い打作業等 の特
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定建設作業 ) の 平成 1 0年度実施 の届 出件数 は 1 3件で あ っ た こ れ ら に 対 し て 市 町

村 に よ り 指導が行 わ れ た

航空機騒圃

現在環境基準 の あ て は め は行 っ て い な い が 鳥取空港及 び米子空港 に つ い て

航空機騒音 の 調査 を 行 っ た

( 7 ) 悪臭対策 の推進

踵臭防止法 に よ る 親鬮

悪臭防止法 に よ る 指定地域 は 平成 1 0年度末現在で 4 市 2 6 町 4 村 で 悪臭規制 を

lげ 行 っ て い る が 、 県 内 の 5 事業場 に つ い て悪臭測定 を 行 っ た 。ま た 、 屋外 に お け る 燃焼行為 に伴 い発生す る ばい煙 、 悪臭等 を 規制 す る た め

鳥取県公害防止条例 に よ り ゴ ム 、 皮革 、 合成樹脂 、 廃油 、 硫黄及 び ピ ッ チ並 び に
I ラ を メ そ A 密輸 そ 白髭 “ h ･ 、 グ 鼠鐘 ヌ 斗 フ ッ し 密 林止 曾 ダ h h 隠 膨止 む ヤ ハ ト ク

) ｣ れ り せ 古 び 罷勿 て 崖ム ツト ト わ V " ＼ 燃騒 ご 爬 ゐ し こ せ ･た止 し 、 あ り 町既 ご トレ V 4 ＼

　 　 市 町村 と 連携 の 上指導 し た
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( 8 ) 緑化 の推進

総化奨励事園

県民総参加 に よ る 緑づ く り の 機運 を 醸成 し 、 豊 か な 緑 に 包 ま れ た 潤 い の あ る 県

土づ く り を 推進す る た め 県民参加 の植樹祭の 開催等森林や緑の 大切 さ を 普及啓

発 し た

3 水環境 の保全

( 1 ) 工場 事業場対策 の推進

瞳定事業場排出水調輯

水質汚濁 防止法及 び鳥取県公害防止条例 に 基づ き 特定事業場 の排 出 水の 調査 、

施 。段 の 改善指導 を 行 っ た 。

水質汚濁 防止法関係 で は 784件 に 立入 り 、 7 3 6件の排 出水調査 を 行 い 2 7件 に

文書で改善指導 を 行 っ た 。 ( う ち 2 件 を 公表 )

ま た 、 鳥 取県公害防止条例 関係 で は 、 1 2件 に 立 入 り 9 件 の排 出 水調査 を 行 っ

た 。 ( 改善指導対象 な し 。 ) ( 件数 は すべ て 延べ件数 )

表 2- 6 立 入検査 、 改善指導状況 ( 平成 1 0年度 )

水質汚濁 防止法適用事業場

立 入検査

事業場延件数

排水調査

事業場延件数

違反事業場

延件数

改善指導

延件数

改善命令

件数

784 7 3 6 2 2 7 O
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鳥取県公害防止条例適用事業場

立入検査

事業場延件数

排水調査

事業場延件数

違反事業場

延件数

改善指導

延件数

改善命令

件数

1 2 9 O O O

( 注 ) 改善指導延件数は 文書で指導 を 行 っ た件数

表2-7 違反事業場の違反内容 (平成 1 0年度 )

業 種 件数 違反項 目

pH BOD COD

水産食料品 製造業 1 1 1

野菜 ･ 果実 の保存食料品製造業 1 1

合 計 2 1 1 1

( 2 ) 生活排水対策 の推進

陰共下水道事業 、 流域下水道事荊

･ 下水道 は 、 生活環境の改善及 び河川 等 の公共用水域の保全の た め 重要 な 施設

で あ る 平成 1 0年度末 の 下水道 の 普及率 は全国平均 の 58 % ( 前 年比 2 . 0 ポ イ

ン ト 増 ) に 対 し 、 鳥取県 3 7 . 5 % ( 全 国 第 2 9位 、 前年比 2 . 2 ポ イ ン ト 増 ) と か

な り 遅れ て い る 。

鳥取県で は 、 天神 川 、 東郷池 の水質保全 を 図 る た め 、 天神 川 流域下水道事業

計画 に 基づ き 、 天神 浄化セ ン タ ー を 整備 、 一部 を 供用 し て い る

僕保湾流域別下水道整備総合計画策定事業

日 野川 、 美保湾 の水質環境保全 に 必要 な 流域内 の 下水道整備基本計画 を 平成

1 0年度 か ら 3 ヵ 年 で策定 中 で あ る

農業集落排水処理施設整備事業

農業集落排水施設 は 農業集落排水事業 、 農村総合整備事業 に よ り 、 昭和 5 7年

度 に東郷町 、 日 吉津村で着手 し 平成 1 0年度 ま で に 34市町村で実施 さ れて い

る 。

漁業集落排水処理施設整備事荊

漁港機能 の増進 と 背後集落 に お け る 生活環境 の総合的 な 改善 の 一環 と し て

岩美町 、 青谷町で排水施設 の 整備 を 行 っ た

捨併処理浄化槽設置推進事荊

生活環境及 び公共用水域の保全の た め 、 浄化槽 の 適正 な 維持管理 を 推進す る

と と も に 、 合併処理浄化槽設置整備事業 ( 設置者への 設備費 の 一部補助 ) を

実施す る 市 町村 に対 し て 県費助成 を 行 い 合併処理浄化槽設置 の推進 を 図 っ

た 補助実績 14市 町村 、 3 2 0基
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表2 ー 8 平成 1 0年度末 公共下水道整備状況
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市町村名

行政区域
人 口

(A)

人

全f大計画
面 積

ha

全体計画
処理人 口

人

平成 1 0年度末整備状況 普及率
(B)/(A)

%o

整備面積

ha

処理可能

面 積
ha

処理可能
人 口 (B)
人

鳥取市
米子市

倉吉市
境港市
国府町
岩美町
福部村
郡家町
河原町

八東町
若桜町
用瀬町
智頭町
気高町
鹿野町
青谷町
羽合町

泊 村
東郷町
三朝町
関金町

北条町
大栄町

東伯町
赤碕町

西伯町
岸本町
日 吉津村
淀江町
大山町

舘臨
日野町

江府町
溝口 町

(35 )

その他町村
( 4)

鳥取県計
(3 9 )

1 46 , 68 1

1 3 7 , 63 3

50 , 3 7 3

3 7 , 7 26

8 ,464

1 4 , 7 1 4

3 , 589

1 0 , 2 98

8 , 709

5 , 8 83

5 , 2 7 3

4 , 5 7 7

9 , 9 7 7

1 0 , 29 7

4 ,47 4

8 , 6 1 2

7 , 6 8 9

3 , 1 89

6 , 803

8 ,3 1 3

4 , 5 3 7

8 , 2 1 9

9 , 422

1 2 , 5 1 9

8 , 7 23

8 , 305

7 , 4 1 2

2 , 907

9 , 3 1 0

7 , 202

7 , 707

5 , 5 1 3

4 , 7 3 7

4 , 255

5 , 5 5 9

1 9 , 2 6 7

6 1 8 , 8 68

3 , 5 9 7 0

4 , 7 7 7 0

1 , 4 1 1 5

1 , 743 0

86 . 8

9 2 .O

68 . O

1 74 .O

1 73 0

45 .O

90 . O

48 .O

9 6 0

1 9 1 0

1 24 0

98 .O

45 2 .4

48 . 1

2 6 1 0

202 0

1 06 0

2 7 1 8

3 1 7 0

442 0

290 0

1 29 5

9 3 0

98 .O

3 23 .O

60 .O

1 6 1 . O

7 5 .O

8 3 .O

3 9 .O

45 . O

1 6 , 3 1 1 1

1 60 , 3 5 8

1 30 , 500

54 , 2 1 0

4 1 ,300

3 , 900

2 , 7 60

1 0 , 000

5 , 600

6 , 900

1 , 8 1 0

3 , 650

2 , 8 50

4 , 300

8 , 6 50

6 , 1 20

3 , 500

8 , 800

2 , n o

5 , 230

5 ,420

2 , 340

= ,2 1 0

9 , 700

9 , 640

8 , 700

4 , 950

3 , 600

4 ,440

1 2 ,480

= , 650

6 , 1 00

2 , 260

2 ,430

1 , 6 5 0

1 , 800

5 60 , 9 1 8 0

1 , 648 . 8

9 6 9 8

7 35 5

3 90 .4

7 1 3

7 8 . 1

4 . O

1 28 .4

5 9 . 2

1 9 .5

33 6

1 9 2

9 0

47 .O

5 8 . 5

43 . 9

2 1 7 6

24 4

1 5 9 . 7

1 5 6 . 8

8 1 . 2

63 4

98 7

1 .O

3 3 . 6

20 . 7

857

74 0

42 0

2 0

32 3

42 . 2

5 .4

2 9 . O

5 , 485 9

1 , 648 8

9 6 9 . 8

7 3 5 . 5

383 . 5

7 1 3

7 8 1

4 0

1 28 4

5 7 . 2

1 9 . 3

32 1

47 0

58 . 5

43 .4

2 1 7 . 6

24 .4

1 5 9 . 7

1 5 6 . 8

8 1 . 2

43 . 9

8 9 .O

28 8

85 7

2 1 0

24 . 6

42 . 2

2 6 . O

5 , 2 7 7 8

93 , 602

50 , 9 50

2 7 , 1 9 7

1 0 , 84 1

2 , 6 9 6

2 , 1 22

54

3 , 68 7

2 ,05 1

7 74

1 , 9 90

1 , 600

1 , 622

2 ,06 8

6 , 648

9 6 3

4 , 8 7 2

3 , 843

2 ,02 6

2 , 3 1 7

2 , 7 50

1 , 450

2 , 88 7

203

9 1 8

1 , 1 8 7

850

232 , 1 68

63 . 8

3 7 .O

54 . O

28 . 7

3 1 . 9

1 4 .4

1 . 5

3 5 . 8

23 . 6

1 3 . 2

3 7 7

1

1 5既
36 . 3

24 .O

8 6 5

30 2

7 1 6

46 2

44 7

28 2

2 9 2

1 7 .5

9 9 . 3

2 8

1 6 7

25 . 1

1 5 3

3 7 5

1 行 . ｣ H 1 1 3 3 1 土の ③ □ 辰穿駈 調 べ に

2 鳥取市の計画面積、 人 口 は国府町分、 福部村分を除く。
3 ｢その他の町村｣ は、 船岡町、 佐治村、 会見町、 日 南町である。
4 H 1 0の繰り越し分は含まない。
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庄活排水対策推進事園

県下全域 を 対象 に 、 生活排水対策 を 推進す る た め の 普及啓発 を 行 っ た

･ テ レ ビ ス ポ ッ ト の 放映 、 生活排水対策実践活動啓発パ ン フ レ ッ ト の 作成配布

水生生物 に よ る 水質 調査普及パ ン フ レ ッ ト の 作成 、 配布

エ コ ク ッ キ ン グ体験学習 ( 講 師小林 カ ツ 代氏 ) 山 陰合 同 銀行工事現場 の

壁面広告

‘

( 3 ) 中 海 ･ 湖 山 池等 の 湖 沼水質保全対策

柱湖 山池水質管理計画の推進

｢湖 山 池水質管理計画 ｣ を 推進す る と と も に 県衛生研究所 を 中 心 に 湖 山 池汚濁

機構解明 の た め の 調査 を 引 き 続 き 実施 し た 。 ま た 湖 山 池流域の工場 ･ 事業場 に 上

乗せ排水規制 を 適用 す る た め 水質汚濁 防止法第 3 条 第 3 項 の 規定 に 基づ く 排水

基準 を 定め る 条例 の 一部改正 に あ た り 県環境審 。義 会 に 。客 間 し答 申 を い た だ い たち

I中 海湖沼水質保全計画の推遭

第 2 期 ｢ 中 海 に係 る 湖 沼水質保全計画｣ を 推進す る と と も に 、 中 海汚濁機構解

明 の た め の 調査 を 継続 し て 実施 し た 。 ま た 、 第 3 期計画 の 策定方針 を 検討 し た 。

加 え て 中 海水質汚濁 防止対策協議会 ( 鳥取 島根両県及 び関係市町村の 議員 で構

成 ) を 運営 し た 。

( 4 ) 地 下水汚染対策 の推進

地下水の水質 調査 を 行 っ た ほ か ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 等有害化学物 質使用 事業

場 に対 し て 、 排水の適正処理 に つ い て の 指導 を 行 っ た 。

( 5 ) ゴル フ 場農薬排水対策 の推進

軽ル フ 場周辺水質調査指導事菱

ゴル フ 場で使用 す る 農薬 に よ る ゴル フ 場周辺 の水域 に対す る 水質汚濁 を 未然 に

防止す る 観点 か ら 、 環境庁 の示 し た暫定指導指針 に従い 、 県 内 の 各 ゴル フ 場 に つ

い て 年 2 回 排 出水調査 を 実施 し ( 2 回 と も 指針値 内 ) 農薬 の 適正使用 の 指導 に

努 め た 。

( 6 ) 水道水源等 の 監視強化

隊道水源等監視指導事業

将来 に わ た る 水道水の安全性 を 確保 し 、 水道事業者へ の適切 な 指導 に 資す る た

め 、 ｢ 鳥 取県水道水質管理計画 ｣ に 基づ き 水質基準 を 補完す る ｢監視項 目 ｣ に つ

い て水質検査 を 実施 し 各監視地点 と も 指針値 を 超過す る 項 目 は な か っ た
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I ｢地震時の水道応急対策行動指針｣ 策定事業
水道 の 地震対策 と し て 県が実施す る 広域的 な 応急対策 の 調整 に つ い て 具体

的 な 手順 を 示 し た ｢地震時 の水道応急対策行動指針｣ を 策定 し た

( 7 ) 海域 の水質保全

睡場環境維持対策事翼

沿岸域 、 湖 沼 の 漁場環境 、 生物環境の モ ニ タ リ ン グ 漁業公害 の 調査 を 実施 し
漁業被害の 防止及 び漁場 の保全 を 図 っ た

( 8 ) 水源林 の 整備

保安林整備事荊 第 2 章第 1 節 の 1 森林の環境保全機能 の確保参照

4 土壌 ･ 地盤環境の保全

( 1 ) 土壌汚染対策 の推進

=

いい
I

縊害防除特別土地改良事荊

農用 地土壌汚染対策地域及 び周辺農用 地 の 農業生産性の 向上 と 農業経営 の安定
を 図 る た め 、 受益面積20ha以上 の 地区 を 対象 に 客土及 び区画整理 を 実施 し た

旧岩美鉱山 、 旧大宝鉱山鉱害防止事痢
旧岩美鉱 山 及 び旧 大宝鉱 山 に つ い て 、 坑廃水処理及び施設 の 維持管理 を 行 っ た

埋設農薬安全処理対策事園

埋没農薬 の 将来 に わ た っ て の安全性 を 確保す る た め 市 町村 、 農協 で構成す る

実行委員 会が行 う 農薬 の掘削 回収等 に助成す る と と も に 埋 設箇所周辺の環境調
査 、 回 収 し た 農薬 の最終処理 を 行 っ た

( 2 ) 地盤沈下対策 の推進

匝盤沈下防止対策事業

鳥取市北部 の 沈下量測定 は 平成 7 年度か ら 隔年実施す る こ と と し て い る

(平成 1 0年度未実施 )

5 環境汚染化学物質 の 適正管理

げ イ オ キ シ ン類の調査指導

県 内 3 地点 で一般環境大気 中 の ダ イ オ キ シ ン 類濃度 を 測定 し た と こ ろ 、 い ず れ
の 地点 に お い て も 大気環境指針で あ る 0 8pg - TEQ/m3 を 大幅 に 下 回 っ て い た 。

ま た 、 ダ イ オ キ シ ン 類 の発生源 と し て小型焼却炉が問題 と な っ て い る こ と か ら

啓発用 チ ラ シ を 作成 し 、 廃棄物 の 分別 ･ リ サ イ ク ル の徹底 に よ る 焼却物 の 減量 、
=
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焼却 に あ た っ て は プ ラ ス チ ッ ク 類 を 分別 除去 し こ れが困難 な 廃棄物 は焼却 し な

い こ と の 周 知 を 図 っ た 。

環境汚染化学物質対策の推進

平成 1 0年 5 月 に 、 庁 内 関係 。果で組織す る ｢環境汚染化学物質対策連絡会議｣ を

設置 し 情報収集 交換及 び総合的 な 対策 の検討 を 行 っ た ほ か 、 国 の環境 ホ ル モ

ン 緊急全国一斉調査 (水質 、 底 質 、 土壌 、 水生生物等 ) の 実施 に協力 し た 。

-℃
◆

‐"
r

･
:

▼'
-
‐‘

第 2 節 環境 関連産業 の振興

1 環境 関連技術 の 開発

睦業技術セ ン タ ー 整備推進 ･ 移転準備事業

環境関連技術 を 含め た技術 開発の推進拠点 と し て 鳥取県産業技術セ ン タ ー 本場

の 整備 を 引 き 続 き 行 っ た

県内研究機関連携推進事荊

公設の 。式験研究機関 が相互 に 連携 し て本県独 自 の技術開発 に努 め 、 大学 、 高専 、

公 設 。式験場 な ど の研究成果 を 県 内企業 に波及 さ せ る た め 新技術 新製品 開発の

促進 に努め た 。

環境関連技術開発推進事圀

県産業技術 セ ン タ ー は 、 県 内 の 中小企業が取 り 組 む こ と の で き る 環境 関連技術

の 開発 ･ 普及 に努 め 、 こ れ ま で廃棄物 と し て処理 さ れ て き た 魚 の う ろ こ お か

ら ら っ き ょ う 等 の有効活用 の研究 を 行 っ た

2 環境 関連産業 の 育成 ･ 振興

1 と っ と り 新産業創造支援事荊

太陽電池 を 活用 し た 浄化装置 の 開発等 、 環境技術 の振興 に 取 り 組 む県 内 中小企

業 に対 し て 、 研究 開発 に係 る 経費 の 一部 を 助成 し た

I国際環境規格認証取得モ デル企業育成支援事業

I SO 1 4 0 0 0 S の 認証取得 に 取 り 組 む 県 内 中小企業 に 対 し 経費 の 一部 を 助 成す る と

と も に 、 人材養成 の た め の セ ミ ナ ー を 開催 し た

平成 1 0年度支援事業所 2 事業所
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〔 重点 プ ロ ジ ェ ク ト 1 ｢ 資源循環型地域社会づ く り ｣ 指標か ら み た進捗状況〕
ご み の排 出 量 の 削 減 、 リ サ イ ク ル の 推進 に つ い て は 着実 に 進捗 し つ つ あ る と

い え る 。 リ サ イ ク ル 率 に つ い て は 、 平成 9 年度 に 新 た に東 、 西部 に リ サ イ ク ル プ

ラ ザが整備 さ れ る と 共 に 、 容器包装 リ サ イ ク ル 法が施行 さ れ 、 ご み の 内 で も 大 き

な 割合 を 占 め る 容器包装 の分別収集が強化 さ れ た こ と が要 因 と し て 上 げ ら れ る 。

ごみの リサイクル率 (%)ごみの年間排出量 (千トン)
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平度8年度 平度22年度 平戊蟻鴎年度 平野22年度
平成9年度

※ ごみ の リ サ イ ク ル 率 ･ ･ 市 町村及 び集 団 回収の収集量 の う ち 資源化 さ れ る ご み の割合

産業廃棄物 の排出 量 に つ い て は 、 平成 1 2年度策定予定の 第 5 次産業廃棄物処理

計画 の 中 で 明 ら か に す る こ と と し て い る

I SO 1 4 0 0 1 の認 。正取得事業所数 に つ い て は 、 現状で 目 標 の 約 6 割 の達成状況で あ

る が 、 I SO 1 4 0 0 1認証取得 を 商取引 の 条件 に す る な ど の ス タ ン ダ ー ド化が進 ん で お

り 、 県 内 企業 に も 認証取得熱が増 し て い る 。 加 え て 、 県が設 け た ｢ 国 際環境規格

認 。正取得 モ デル企業育成支援事業 ｣ の 支援効果 の 浸透 な ど に よ っ て 、 認証取得 に

乗 り 出 し た企業が数社 あ り 基本計画 に 上 げた 目 標 の達成 は平成 1 2年度 中 に も 達

成 し そ う な 状況で あ る 。

ISO 1 400 1 の認証取得事業所数
※ I so 1 4 0 0 1 . ･ 規格 の 国 際統一 を 進 め る 民 間

の 国 際機 関 が発行 し た 規格 の う ち 、 環境 マ

ネ シ メ ン ト シ ス ブ ム ( 環境負 荷 を 継続 的 に

低減す る よ う 配慮 し た 経営 シ ス テ ム ) を 定

め た 国 際規格7 1 3 22
平成9年度 平度1 0年度 平成1 4年度

I =
I I I
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〔重点プロ ジ ェ ク ト 2 ｢流域か ら の水環境保全｣ 指標か ら み た進捗状況〕

水質 の 環境基準達成率 に つ い て は 、 河川 に つ い て は 一部 の都市河川 を 除い て概

ね 良好 な 水質 を 維持 し て い る と 評価 さ れ る

水質の環境基準達成率 (河川X%)

1 00 9 2 9

80

60

40

20

※ 環境基準達成 率 … 県 内 の 環境基準 地 点 数 の

う ち 環境基準 を 満 た し て い る 地 点 の 割 合 と

し た 。

0

平成壁錦o年度 平成““年度

水域の環境基準達成率 (湖沼 ) (% )

35 "湖 沼 に つ い て は 湖 山 池 、 東郷池 、

中 海 の 環境基準点 1 1 箇所 の う ち 、 平成

9 年 度 ま で は 1 箇 所 ( 中 海 の 境水道 中

央部 ) の み環境基準 を 達成 し て い た が 、

平 成 1 0年度 の 水質測 定結果 で は 1 1 箇 所

すべ て環境基準 を 達成 し て い な か っ た

3o 30

25

20

t 5

1 0

5

0

平成9年度
平成1 0年度 平成22年度

湖 山 池 の水質浄化対策 に つ い て は 、 平成 3 年度 に 策定 し た ｢湖 山 池水質管理計

画 ｣ に 基づ き 、 浄化施策 を 総合的 、 計画 的 に推進す る と と も に 、 工場 ･ 事業場か

ら の 排水規制 を 強化す る た め に 水質汚 濁 防止法 に 基づ く 上乗せ条例 の 改正 に 向

け 、 環境審議会で検討 を 行 っ た 。

湖 山 池 の 現状の水質 は COD 、 全窒素 全燐 と も 管理 目 標値 を 下 回 る 水準 で推移

し て い る

中 海 に つ い て は 、 平成 6 年度 に 策定 し た 第 2 期 ｢ 中 海 に 係 る 湖 沼水質保全計画｣

が平成 1 0年度で終了 し 、 平成 1 1 年度 中 に 第 3 期計画 (計画期 間 : 平成 1 1 年度 ~ 1 5

年度 ) を 策定す る 予定で あ る 。 第 2 期湖 沼水質保全計画 に盛 り 込 ま れ た 施策 に つ

い て は 、 概 ね計画 どお り 実施 さ れ た に かか わ ら ず 水質 目 標 は 達成 さ れ な か っ た

た め そ の 原 因 を 今後調査検証す る 必要があ る
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下水道 に つ い て は 生活排水対策 に 資す る 施策 と し て 今後 も 着実 な 普及 の推

進が必要で あ る

90 85
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50 45 8
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l o

※ 下 水道等普 及率 … 行政人 口 ( 年 度 末住 民基

本 台 帳登載 人 口 ) に 占 め る 、 公 共 下水道 、 農

業 集 落排水 、 漁 業 集 落排水 、 林 業 集 落排水 、

合併 処理浄化槽 、 コ ミ ュ ニ ブ ィ プ ラ ン ト に よ

る 処理人 口 の 割合 と し た 。

平成岸鎌o年度 平成22年度

水源 か ん養保安林 に つ い て は そ の 機能 の観点 か ら 適切 な 保全 管理が必要 で

あ る 。
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